
資料２－１０ 
                                                                  

２００７年日本政府年次報告 

「国際労働基準の実施を促進するための三者協議に関する条約（第１４４号）」 

（２００５年６月１日～２００７年５月３１日） 

 

１．Ⅰについて 

 前回までの報告に追加すべき事項はない。 

 

２．Ⅱについて 

 

〔第１条〕 

 前回までの報告に追加すべき事項はない。 

 

〔第２条〕 

 前回までの報告に追加すべき事項はない。 

 

〔第３条〕 

 前回までの報告に追加すべき事項はない。 

 

〔第４条〕 

 前回までの報告に追加すべき事項はない。 

 

〔第５条〕 

 各事項について、以下のとおり追加する。 

 

（ａ）について 

第９５回国際労働総会（ＩＬＯ総会）の議題「労働安全衛生（Occupational safety and health）」

に関する条約及び勧告の案文に対する政府の意見の作成、「雇用関係 Relationship in  employment」

に関する質問書に対する政府の回答の作成については、ＩＬＯ懇談会の場での協議が時期的に難しか

ったことから、書面により協議を行った。それぞれの書面協議の結果、労使代表双方より意見が提出

された（別添１、２、３、４参照）。 

加えて、第９６回ＩＬＯ総会の議題「漁業部門における労働（Work in fishing sector）」に関する

質問書に対する政府の回答の作成については、２００６年９月１１日に開催したＩＬＯ海事協議会の

場において漁業分野に関する我が国の代表的労使団体と協議を行った（別添１１参照）。 

 

（ｂ）について 

第９５回ＩＬＯ総会で採択されたＩＬＯ第１８７号条約については、採択後１年以内に批准承認さ

されたところである（２００７年６月１５日）。同条約の批准承認を求めて同条約を国会に提出（２０

０７年３月９日）したことをもってＩＬＯ憲章第１９条に基づく権限のある機関に対して行われる提

出（以下、「権限ある機関への提出」という）を行ったものと解している。この国会提出に先立って、

ＩＬＯ懇談会の場での協議が時期的に難しかったことから、書面により協議を行ったところ、同条約
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を締結することとしたいとした政府提案について、労使から支持が表明された。また、第１９７号勧

告及び第１９８号勧告に係る権限ある機関への提出については、ＩＬＯ懇談会の場での協議が時期的

に難しかったことから、書面により協議を行ったところ、第１９８号勧告について、労働者代表より

意見が提出された（該当意見の写し（別添５）を参照）。 

 

第９４回ＩＬＯ海事総会で採択された海事労働条約に係る権限ある機関への提出については、ＩＬ

Ｏ海事協議会の場での協議が時期的に難しかったことから、書面により協議を行った。労使代表共に

意見は提出されなかった。 

（ｃ）について 

２００７年４月１０日に開催したＩＬＯ懇談会の場において、労使代表の合意を得た上で、ＩＬＯ

第９４号、第１０５号、第１１１号及び第１７５号条約の４条約について協議を行った。 

２００５年９月２０日に開催したＩＬＯ海事協議会の場において、ＩＬＯ第１８５号条約について

協議を行った。 

 

（ｄ）について 

（１）２００５年報告書について 

 ＩＬＯ第４５号、第８７号、第８８号、第９８号、第１００号、第１１５号、第１１９号、第１

２０号、第１２２号、第１３９号、第１４４号、第１５９号及び第１８２号条約に関する２００５

年の報告書の作成については、２００５年９月２１日開催のＩＬＯ懇談会前に労使団体に送付して

その意見を聞くとともに、懇談会の場において協議を行った。 

ＩＬＯ第１００号、第１１５号、第１１９号及び第１４４号条約に関する２００５年の報告書の

作成については、２００５年９月２０日開催のＩＬＯ海事協議会前に労使団体に送付してその意見

を聞くとともに、海事協議会の場において協議を行った。 

 

（２）２００６年報告書について 

  ＩＬＯ第２９号、第８１号、第１３１号、第１３８号、第１５６号及び第１８２号条約に関する

２００６年の報告書の作成については、２００６年９月１２日開催のＩＬＯ懇談会前に労使団体に

送付してその意見を聞くとともに、懇談会の場において協議を行った。 

ＩＬＯ第１３１号、第１３８号、第１５６号及び第１８２号条約に関する２００６年の報告書の

作成については、２００６年９月１１日開催のＩＬＯ海事協議会前に労使団体に送付してその意見

を聞くとともに、海事協議会の場において協議を行った。 

 

（ｅ）について 

  協議すべき事項は無かった。 

 

〔第６条〕 

今次報告期間に開催されたＩＬＯ懇談会及びＩＬＯ海事協議会の議事要旨については、別添６～

１１を参照されたい。 

 

〔ＩＬＯ条約勧告適用専門家委員会の直接要請について〕 

ＩＬＯ第１０５号条約及び第１１１号条約の批准については、２００７年４月１０日に開催した

ＩＬＯ懇談会の場において、労使からの提案に基づき協議を行った（別添９参照）。 

 

３．Ⅲについて 
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  前回までの報告に追加すべき事項はない。 

 

４．Ⅳについて 

該当無し 

 

５．Ⅴについて 

  該当無し 

 

６．Ⅵについて 

  本報告の写を送付した代表的労使団体は、下記のとおり。 

   （使用者団体）日本経済団体連合会 

   （労働者団体）日本労働組合総連合会 
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